
大
市
同
年
六
日
均
二
十
一
日
憲
一
一
↑
種
郵
値
物
M
可

《
M
W
M
Z
周
一
日
慶
一
何
》
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歯
圃

電

気

税

論

・

組
合
枇
舎
事
概
念

財
産
生
命
保
険

聾

措
凪

最
近
の
諸
園
幣
制
改
革
の
傾
向

美
濃
困
騒
擾
史
・

大
阪
潟
替
曾
祉
の
業
務

雄
棺

苑銀

東
京
市
財
政
十
年
計
童
・

-
諸
国
明
博

'r

文
則
市
博
寸

輔
抽
間
開
市
博
士

相

清

朝

士

組
掛
一
暗
ゴ
黒

組
出
問
串
，
ゴ

組

済

棋

士
議

崎

載

小 米

島田

昌 庄
太 太正

郎耶 1住

l神

戸

島

本正

最融

菅

野

相

太

郎

谷

口

植

草

博

士

沙

見

吉

彦

井

活

ワ
l
グ
7

ン
教
授
の
「
景
試
艶
動
論
』
組
主
主

通
貨
主
義
ご
リ
カ

1
ド
の
貨
幣
論
・
E

-

経

済

棋

士

有

地

方

費

に

劃

す

る

園

庫

補

助

安

田

元

七
二

郎



摘

議

電

~i'ìì 

第
三
拙

ド

刊

枇

第

ニ

十

入

径

三

五

O

世
白
能
力
に
よ
る
も
印
刷
比
例
中
と
す
る
も
の
山
内
累
起
串
と
す
る
も
の
川
品
力
白
大
小
に
臨
じ
い
山
保
件
有
刺
山
度
目
臨
仁
川
賞
臨
山
内
生
+
陪
量
に
よ

)

-

)

)

)

-

)

)

 

る
も
の
け
H
比
例
と
す
る
も
の
作
謡
曲
と
す
る
も
心
作
製
減
と
す
る
も
の

μ企
業
に
着
服
す
る
方
法
い
利
益
に
よ
る
も
の
仏
総
牧
人
に
よ
る
も
の
叫

発
許
税
企
す
る
も
の
)

結
論
(
全
文
白
要
旨
)

緒

E一』

我
闘
の
地
方
、
紺
林
郁
枕

ω
中
に
、
電
桂
川
叫
が
ゐ
ゐ
。
比
六
性
質
多
少
同
町
昧
で
あ
っ
亡
、

一
-
方
か
ら
児
る
ご
‘
電
気

を
北
山
の
詮
電
設
備
に
つ
い
て
諒
す
る
一
の
消
費
税
ご
も
い
へ
や
う
[
、
他
方
ヤ
b
見
る
ご
、
竜
町
品
事
業
を
主
一
外
形

楳
準
に
よ
っ
て
訓
附
す
る
一
の
牧
谷
枕
ご
も
い
へ
る
。
併
し
之
を
牧
益
税
ピ
す
る
正
せ
ば
、
別
に
電
気
事
業
に
封
L

τ・
他
管
業
ご
相
並
ん
で
所
得
枕
修
業
牧
盆
税
が
政
せ
ら
れ
る
の
み
で
な
〈
、
地
方
附
加
税
も
融
せ
ら
る
、
の
言

封
立
し
て
は
ゐ
ま
h
に
4

則
被
じ
池
ぐ
る
ご
し
な
く
て
は
な
ら
中
(
位
二
、
む
し
ろ
之
合
以

τ
一
の
特
別
な
る
消
費
税

t
L
立
方
が
支
障
な
く
説
明
さ
れ
符
る
。
併
し
叉
、

之
を
一
の
消
品
質
枕
ビ
見
る
ご
き
に
茸
(
を
電
位
に
よ
与
て
認
す

る
ご
い
ふ
り
が
、
如
何
に
も
粗
大

ω方
法
正

L
な
〈
て
は
な
ら
な
い
o

又
之
を
一
の
消
費
税
ご
見
る
ご
き
に
、
共

を
地
方
税
正
り
み
し
て
泣
く
の
が
遺
憾
で
ゐ
っ
て
、

一
一
尉
り
こ
ご
、

之
を
凶
枕
t
し
ー
は
何
う
hr
己
も
考
へ
さ
せ

ら
る
、
。
類
似
な
枕
で
あ
っ
て
害
て
園
内
消
費
校
正
し
て
存
在
し
た
の
に
石
油
枕
が
ゐ
っ
た
。
其
は
生
活
必
需
品

税
正
し

τ貧
民
枇
ご

L
τ
排
尿
古
れ
、
底
止
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
其
れ
ど
竜
街
地
税
ご
は
ま
た
回
調
っ
た
所
が
あ



h
J
、
此
方
は
者
修
的
消
費
を
課
す
る
可
能
性
も
強
い
γ

の
で
ゐ
る
か
ら
・
必
宇
し
も
排
尿
さ
れ
な
い
G

兎
に
角
、
電

お
地
税
ど
い
ふ
も
の
は
興
味
あ
る
問
題
の
ゃ
う
で
あ
る
u

特
に
近
頃
、
我
邦
に
て
電
気
岡
修
問
題
も
起
つ

τ居
り
、

労
々
之
が
課
税
に
つ
い
て
諭
す
る
の
は
、
耽
人
に
ご
り
て
興
味
深
き
問
題
だ
ら
う
苫
思
ふ
の
で
‘
敢
て
此
一
文
を

作
品
。

コ
ン
一
フ
ー
ド
は
.
位
以
劫
諜
が
他
山
凡
べ
て
の
針
業
と
跨

L
〈
、
野
菜
枕
、
夏
に
は
所
持
枕
を
も
岱
ふ
か
ら
、
押
し
〈
多
政
な
る
仙
の
皆

3
 

業
よ
り
も
時
民
な
る
祉
を
此
に
負
は
し
め
る
乙
と
は
、
郁
か
に
八
白
正
に
反
す
と
一
斜
ナ
。

(
桂
一
)

第
一
段

電
気
視
の
税
質
及
長
短

)
 

一
電
気
枕
の
税
質

(
 )

 
A
水
カ
枕
ご
の
闘
係
よ
り
見

τ、
直
接
に
電
気
に
課
税
す
る
こ
古
も
あ
h
、
間
接
に
之
に
謀
枕
す
る
こ
ご
も
あ

(
 

る
。
印
ち
先
て

い
電
気
枕

Z
L
τ
直
接
仁
電
気
に
諒
す
る
こ
ご
も
出
来
る
o

却
も
電
気
を
共
生
産
叉
は
消
費
に
於

τ
、
水
力

(
 

に
よ
り

τ生
す
る
ご
石
油
石
炭
等
に
よ
り
て
生
守
る
ご
争
問
は
す
課
す
る
の
で
あ
る

(
電
誕
生
産
税
又
は
電
気
消

費
税
)

Q

(

同
有
の
電
気
税
)
0

)
 

ゐ
水
力
稔

Z
!
τ
、
水
力
共
催
仁

τ
利
用
す
る
ご
電
力
に
導
〈
ご
を
聞
は
や
課
す
る
を
得
、
帥
も
此
場
合
に

(
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讃

百
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論

議

誕

第
二
十
八
巻

五

電

説

論

第
三
都

回

は
共
一
部
が
電
気
税
ピ
な
る
。

右
第
一
一
柳
税
に
て
は
単
な
る
水
力
は
兎
也
ら
れ
、
第
二
穏
税
に
て
は
石
油
石
裁
に
よ
る
電
気
は
見
性
ら
る
る
。

第
一
一
樋
は
伊
太
利
、
鵬
判
的
填
共
和
国
、
西
市
枇
牙
に
存

L
Eニ
)
、
第
二
積
は
チ
エ
ヅ
コ
ー
ロ
・
7
キ
ァ
、
働
園
、
瑞
西

の
各
州
、
濁
的
填

ω
一
部
た
る
チ
ロ

l
p
、
ア
才
一
フ
l

F

4

Y

グ
に
存
す
る
(
陸
一
三
。

(
位
ニ
)

此
内
司
伊
太
刑
に
て
は
唱
紙
的
批
輸
の
傍
に
、
別
に
年
々
取
る
印
刷
白
免
許
砧
が
水
力
枯
を
現
は
す
。
印
ち
貨
は
世
紙
枯
と
水
力
軸
と
が
有

す
る
と
い
ふ
を
仰
る
。
リ
〈
れ
か
、
b
、
山
蜘
逸
に
て
も
一
九

O
八

h
に
、
武
蜘
枕
と
仰
説
ん
で
宿
紙
粘
が
提
案
さ
れ
た
む
と
が
あ
り
、
蹄
闘
に
で
も
、

」
九
一
大
年
に
大
職
貨
を
充
足
す
る
ぬ
め
に
一
千
ヒ
百
五
卜
高
ル
l
プ
ル
を
生

T
べ
き
地
紙
砧

t
岨
提
案
し
た
ζ

と
が
お
っ
た
。
地
誌
に
糊
し
た
砧

{
笛
縞
消
費
松
と
い
ふ
白
て
な
{
、
早
な
る
牧
徒
枯
と
し
て
、
一
般
曾
枇
勧
に
代
る
べ
き
も
ゆ
)
と
し
て
電
集
合
祉
拍
白
例
は
北
岡
由
州
に
あ
る
.

(
桂
三
)

7

Z
ツ
コ
弐
ロ
ゲ
キ
ア
に

τは
、
火
力
也
割
に
は
別
段
。
税
は
壮
い
が
、
併
し
別

K
存
td
『
会
石
山
就
柑
と
石
油
柏
、
と
が
か
か
っ
て
府
る
ζ

と

に
な
る
。

B
普
通
の
税
械
ゆ
部
崩
か
ら
見
て
、
消
費
税
ご
す
る
こ
己
も
出
来
れ
ば
管
業
秘
Z
す
る
一
』
ご
も
山
来
‘
叉
雨
性

質
を
粂
有
す
る
も
の
正
す
る
句
、
芭
も
出
来
る
。
賞
際
の
法
規
の
エ
合
に
よ
b
て
之
を
其
何
れ
に
か
決
し
得
る
こ
己

も
あ
る
が
、
併
し
叉
共

ω決
し
難
事
こ
ご
も
ゐ
る
。
其
炉
ら
之
を
消
費
税
正
す
る
ご
し
て
も
、
之
を
消
費
者
に
就

い
て
課
す
る
-

M

ご
も
出
来
れ
ば
、
生
産
者
に
就
い

τ課
す
る
ニ
ご
も
出
来
る
。
後
者
に
て
は
間
々
、
替
業
税
Z
の

匝
別
が
六
っ
か
し
い
古
い
ふ
哩
』
ご
じ
な
る
。
阪
に
電
気
殺
に
し
て
助
の
如
き
も
の
だ
ご
す
る
ご
、

い
草
に
之
を
消
費
税
己
の
み
言
ひ
表
は
す
の
で
は
不
満
足
ご
い
ふ
こ
=
に
な
る
し
、

(Elster， Hwb. d. Staals Brauer，、NasserJ.:raft$teuer (Elektrizitii tstelier)白

川 55. 4 Au.fl. VIII.) S・9"5・
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ろ
も
つ
ピ
狭
(
、
従
卒
消
費
税
芭
し
、
間
接
消
費
税
Z
し
、
間
接
に
徴
放
せ
ら
る
る
税
ピ

L
・
製
造
税
(
生

，a
、

産
税
)
ご

ωみ
す
る
の
も
、
凡
べ
て
不
都
合
ご
い
ふ
こ

t
に
な
る
。

C
経
費
充
足

H
的
か
ら
見

τ、
一
一
般
税
己
す
る
こ
ぜ
も
出
来
れ
ば
、
目
的
税
正
す
る
こ

Z
も
出
来
る
。
之
を
目

的
税

Z
す
る
ご
し

τ、

い
特
に
其
牧
入
を
・
電
気
に
よ
b
て
不
利
を
被
む
る
偉
業
方
面
に
劃
す
る

ω賠
償
ご
し

τ使
川
す
る
さ
い
ふ

こ
正
も
山
家
る
し
(
註
凹
)
、

ろ
或
は
活
気
事
業
北
(
も
の
、
後
述
助
成
に
山
村
る
さ
レ
ふ
こ
ど
も
出
来
る
(
計
五
〉
O

英
の
之
を
何
れ
に
定
む
る
か
は
、
某
国
其
底
的
一
端
情
に
か
、
る
ニ
正
で
あ
る
。

仙
闘
的
球
力
蹄
(
一
部
町
鉱
枕
た
る
)
が
共
肱
入
を
闘
と
地
方
主
に
分
け
て
居
り
、
共
三
分
二
を
岡
に
牧
め
て
肘
時
出
、
共
の
岡
山
分
前
中

白
十
分
一
だ
け
を
農
業
蹴
算
に
世
主
且
つ
車
誌
山
刺
年
ド
於
て
水
流
凶
副
監
に
悼
用
す
べ
き
も
白
と
し
て
居
る
曲
は
、
北
一
例
と
す
る
。

{
健
五
)
プ
日
イ
ヤ
ー
は
、
水
力
内
利
川
制
服
に
は
大
な
る
費
川
を
製
す
る
が
、
其
費
川
を
光
た
す
に
づ
い
て
、
水
力
枕
又
は
地
以
枇
を
取
る
と
と

が
大
な
る
佼
目
を
働
き
、
柑
牧
入
山
目
的
使
用
出
此
計
謹
白
抗
行
聖
火
な
る
此
に
於
て
地
め
る
主
将
帥
し
、
共
例
'
と
し
て
硝
的
岨
凶
を
棋
げ
て
出

る
。
削
ち
グ
キ
ー
ン
(
一
九
ニ
二
年
法
)
に
て
は
徴
牧
せ
ら
れ
た
る
水
力
枕
の
牧
入
は
専
ら
水
力
の
利
川
誠
虫
に
定
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
ア
オ
ヲ
ー

(
陸
間
}

ル
ペ
ル
グ
(
一
九
二
一
一
一
年
法
)
に
て
は
、
法
律
に
明
定
し
た
目
的
の
斜
め
に
抵
呆
及
水
力
揖
を
新
設
し
た
。

H
H的
と
は
、
岡
京
を
し
て
、
フ
オ
ラ

1
ル
.
ヘ
ル
グ
能
試
合
此
白
株
式
資
本
白
百
分
五
十
一
だ
け
干
拠
せ
し
め
る
侃
め
と
い
ふ
の
で
あ
っ
た
。
日
初
は
此
混
合
企
業
に
て
闘
が
柑
式
所
布

白
多
町
を
占
む
る
の
目
的
さ
へ
漣
ぜ
ら
れ
た
桂
は
、
比
粧
を
停
止
す
る
と
い
ふ
白
て
ゐ
っ
た
が
、
其
後
の
法
律
に
よ
り
て
(
一
九
二
制
年
法
)
此
目

的
達
成
後
も
、
此
秘
的
徴
牧
が
一
民
に
規
定
せ
ら
れ
、
其
目
的
と
し
て
は
、
此
曾
位
よ
り
起
き
札
た
る
借
入
金
を
償
泣
ナ
る
錦
め
と
、
此
骨
枇
に
共

詰

重量

第
二
十
λ
巷

首

気
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i命

議
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5捨

第
二
十
八
番

三
五
四

工
事
釧
鼠
山
泊
め
吋
資
金
を
面
接
に
川
附
す
る
β
め
・
と
い
ふ
こ
と
が
午
げ
ら
れ
た
と
い

5
事
で
あ
る
。

品4

官官

第

脱

(二)
(A)屯

(い)J上気
;t.l~t -l毛 布t
右t mω 
J主 長
仲Lj hl.l. 

I也
会札
な
る

11，勿

干l'
力支

大
慨

表
現
的
で
ゐ
り
、

北
(
量
を
捕
捉
す
る
-
、
ご
の
出
来
る
も
の
で

も
ゐ
ム
リ
、
川
相
じ
泊
品
川
部
引
に
就
い
て
u
y

な
く
、
生
産
者
に
就
い
匂
て
集
中
的
仁
捕
捉
[
得
る
も
凶
で
も
あ
る

ω
t
(討
さ
、

課
税
物
件

ξ
L
て
不
泊
常
な
も
の
で
は
な
い
。

ム
詰
穴
)

ハ
ル
卜
↑
、
ン
が
、
村
山
川
な
る
事
誌
に
H
M
げ
る
止
止
に
川
附
す
る

rけ
で
は
、
各
個
人
山
似
る
大
な
駒
山
酌
徴
枇
に
煩
は
さ
れ
な
い
で
、
生
産
省

白
川
射
的
に
小
な
蚊
山
、
も
山
が
凶
は
さ
れ
る
。
其
は
蛇
甘

ι
づ
い
て
も
利
益
だ
と
い
ふ
の
は
其
油
"
と
あ
る
。

ろ
司
公
平
川
山
枕
上

1
i屯
円
以
山
消
費
ご
い
ふ
こ
ご
は
偉
業
上
か
ら
い
ふ
て
も
、
そ
し
て
特
に
家
計
上
が
ら
い
ふ

て
は
、
比
(
消
技
者
に
於
げ
る
成
所
得
.
少
〈
ご
も
戎
給
付
飽
力
の
存
在
を
一
不
し
、
立
(
消
費
川
大
小
に
よ
h
て
能
力

の
大
小
を
知
る
こ
己
を
得
7
Q

。
営
業
上
の
消
費
に
て
は
附
言
し
て
抽
出
力
の
乏

L
き
に
拘
ら
中
行
は
晶
、
ご
い
ふ
こ

ご
も
ゐ
り
得
る
が
、
家
計
上
の
消
投
に
て
は
.
官
者
は
自
ら
之
が
大
な
消
技
者
で
あ
h
、
貧
乏
人
は
自
ら
小
い
消

費
し
か
行
は
歩
、
陥
っ
て
貧
者
計
者
全
問
は
中
同
じ
ゃ
う
に
泊
投
す
る
物
に
課
す
る
枕
に
比
し
て
は
一
屠
公
)
ゃ
な

る
枕
古
い
ふ
一
l
eは
い
(
詰
t
)
。
特
に
目
白
朱
が
主
ご
し
て
高
官
後
刈
に
供
せ
ら
品
、
が
如
吉
岡
仁
て
は
、

一
府
高
骨
修
諜
税

ご
L
て
糊
め
ら
る
、
(
計
八
)
O

た
hv
下
層
階
級
に
も
底
〈
用
ゐ
ら
る
、
は
ど
己
な
る
ご
き
に
は
、
之
が
謀
枕
に
よ
b

E!Jeberg， Fw. IS位 19AufL S. 498 
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て
何
程
か
生
活
を
苦
し
め
る
こ
ご
仁
は
な
る
り
れ
ど
も
、
消
費
税
ピ

L
て
は
類
似
の
敏
黙
は
、
其
例
も
他
に
少
か

ら
J
Y
、
忍
び
得
品
も
の
で
ゐ
品
。
そ
し
J
L
此
枕
が
消
費
者
仁
糊
嫁
せ
ら
る
、
能
は
す
し
て
、
電
気
業
者
に
て
携
は

品
、
だ
け
に
て
は
、
電
気
事
業
ゆ
資
本
カ
大
に
、
給
付
畑
山
力
的
特
に
大
な
る
事
業
だ
古
い

ι
こ
ど
か
ら
、
抱

L
仙
川

る
こ
ど
に
な
る
宗
主
。

品
ベ
ル
ヒ
は
、
何
回
以
前
北
が
玖
所
得
。
他
校
と
品
、

υる
¥
き
も
の
と
錦
し
、
チ
ス
力

ι‘
燈
科
杭
(
世
話
枇
宣
告
む
)
出
石
炭
耽
ほ
ど
に

J
 

大
な
心
川
は
な
い
。
一
般
に
此
の
加
古
枯
部
門
川
越
せ
し
め
る
と
治
す
。

(
註
セ
)

E主
A 

ロ
ヅ
，
は
、
一
市
川
川
枯
は
正
と
し
ご
、
川
だ
崎
町
北
川

h

羽
山
口
町
い
加
に
於
け
る
帥
川
の
針
格
的
別
抗
の

ι
に
附
す
る
地
右
と
、
川
腕
山
山
き
此

来
的
判
止
(
山
凶
地

I
o
削
〈
)
、
又
は
}
業
的
生
此
白
則
刀
川
と
し
て
由
利
川
山
考
察
に
車
る
地
方
と
て
、
川
川
智
見
る
と
鵠
し

は
、
前
に
石
川
柑
が
段
越
す
る
と
き
に
、
此
げ
か
釘
民
心
山
岡
山
川
ど
か
ら
、
新

L
き
且
ヲ
一
目
川
市
首
修
的
に
川
ド
u
q
位
科
(
式
折
及
川
山
部
)
に
凱
拡
を
岨

蝦
ナ
る
ぱ
拙
引
あ
り
止
処
す
。

(
註
九
)

ρ

ル
ト
マ
ン
は
、
一
山
地
訴
は
.
脈
拍
的
な
る
机
な
る
力
白
白
紙
な
る
加
工
で
あ
っ
て
、
此
越
市
に
材
利
い
た
倒
他
山
榊
加
が
、
此
に
給
付
曲

M
大
な
る
人
泌
凶
仙
「
入
る
山
山
山
一
附
仰
山
館
小
な
る
分
a
M
K
.

一
般
的
俗
的
に
到
求
に
取
向
。
俗
的
に
此
杭
を
排
則
す
と
日

L
.
一
h
C
λ
年
由
制

治
山
川
山
以
枕
の
提
案

ι
際
し
て
も
、
此
が
川
仙
打
判
事
業
山
大
な
る
繋
銃
一
と
い
ふ
こ
と
に
指
一
市
さ
れ
て
肘
っ
た
。

)
 

は
財
政
枚
入
上

1
l電
気
が
共
物
の
性
質
ご
し
て
生
活
及
産
業
上
に
民
〈
用
ゐ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か

ら
、
英
政
殺
に
よ

h
τ
碓
賞
仁
、
且
つ
相
蛍
大
な
股
入
を
鷲
ら

L
得
る
的

2.たが
(
註
一
O
)
、
特
に
水
力
の
豊
か
な
る

グ
ル
シ
フ
品
ル

図
に

τは
、
比
五
の
牧
入
の
特
に
豊
か
な
h
得
る
の
み
な
ら
A
Y
(

詰
一
一
)
、
勝
来
盆
々
純
情
上
の
溌
這
が
生
中
る
に
於

τ‘
盆
々
電
抵
の
消
費
が
槍
加
し
、
随
っ
て
比
税
牧
入
の
増
進
す
ぺ
き
可
能
性
を
多
分
に
持
つ
己
い
」
を
得
る

i而

第
二
十
八
巻

じ

三
五
五

第
三
腕

讃

i昌

jJ! 

論

主主
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前

寝

言首

第
二
十
八
巻

五
六

電

書式

組

第一-一誠

八

(駐二一)。

(陸

-o)
ケ

y
・
へ
は
、
助
政
々
鍛
ょ
に
は
、
動
及
畦
料
が
故
原
始
的
自
需
却
を
負
強
せ
し
め
る
も
の
だ

b
b、
此
栢
が
大
な
壮
入
及
耐
な
牧
入
山

刊
質
配
布
っ
と
属
す
。

、
帯
主

--d

FE--、

プ
ロ
イ
ャ
ー
は
、
特
に
蛙

-E水
力
が
輔
副
出
世
待
つ
闘
に
て
は
、
水
力
枯
が
誼
国
語
加
由
良
時

H

を
働
〈
と
偽
名

制
亀
山
↓
ー
九

0
λ
年
の
電
気
枯
の
拠
出
来
に
於
て
も
比
抵
の
晴
枚
見
込
出
事
げ
ら
れ
て
居
っ
た
。

(
陸
一
ニ
)

B
其
短
所

い
託
公
平
課
税
上
1
1電
気
の
消
品
質
は
、
其
が
中
部
計
消
費
ご
し

τも
並
(
消
費
量
の
大
小
Z
消
費
者
の
所
得
ご
が

精
密
に
並
行
す
正
は
い
へ
A
V
4

・
替
業
消
袋
正
し
て
も
其
消
費
量
の
大
小
正
牧
盆
の
大
小
ピ
必
中
し
も
並
行
せ
凶
己

い
ふ
こ
ご
が
あ
h
、
共
上
に
も
之
hτ
消
費
者
に
就
い
て
謀
せ
す
、
生
産
者
に
就

ν
て
課
す
る
己
き
に
、
輔
嫁
の
困

難
ピ
ヤ
ふ
こ
ピ
か
ら
生
中
る
不
公
キ
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
包
気
の
み
識
し
て
、

之
t
並
行
す
ぺ
き
石
油
、
石
炭
、

克
斯
な
戸
」
も
趨
賞
に
謀
し
な
い

Z
き
に
、
共
彪
じ
も
負
揚
不
一
公
用
T

を
生
中
る
可
能
性
も
あ
る
。
併
L
一
克
来
、
消
費

税
に
て
は
何
れ
を
採
っ
て
見

τも
類
似
の
快
駄
が
見
出
さ
れ
る
の
で
、
此
に
於

τも
恕
L
得
前
四
百
い
ふ
も
の
で
は

t
、o
''一
-w

ろ
経
済
及
品
他
曾
政
策
上
ー
ー
に
は
第
一
に
は
折
角
有
盆
な
る
電
気
事
業
其
も
の
、
新
計
査
、
蹴
張
計
骨
量
を
、

此
税
の
錦
め
に
抑
座
す
る
正
い
ふ
こ
ピ
が
、
国
民
経
済
上
不
利
で
め
る
の
み
で
な
〈
富
一
=
一
)
、
其
が
直
接
間
接
に

Hartmann， a. a. O. S. 33. Conrad. a. a. o. S目 246
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津
山
の
人
に
仕
事
を
奥
ふ
る
ピ
け
に
て
は
其
金
を
幾
分
な
り
ご
も
狭
〈
す
る
の
が
枇
曾
政
策
上
望
ま
し
か
ら
十
正

も

い

は

る

る

。

但

し

之

に

つ

い

τは
税

額

が

過

大

で

な

げ

れ

ば

、

其

事

業

に

及

ぼ

す

影

響

も

左

迄

大

で

は

な

〈

{
世
一
四
)
、
特
に
闘
に
よ
ム
り
て
は
生
産
費
が
頗
る
小
く
、
少

L
位
の
杭
は
優
に
品
開
ひ
得
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
あ

b
(註一

五
)
、

共

上

に

も

此

事

業

に

於

作

品

急

逮

な

る

技

術

及

経

替

の

進

歩

に

よ

h
て

税

位

は

補

充

苫

晶

、

ぜ

い

ふ

こ

ピ

も
あ
る
註
一
六
)
。
第
二
に
は
比
税
あ
る
が
縛
め
じ
生
中
ぺ
き
電
気

ω倒
絡
の
臨
牧
民
じ
よ

bτ
、

消

費

者

、

特

仁

下

居
枇
曾
の
家
計
を
腿
抽
出
す
る
こ
ピ
が
枇
曾
政
策
上
盟
ま
し
か
ら
ざ
る

ωみ
な
ら
争
、

之
を
使
則
す
る
楼
業
的
生
産

費

の

増

加

に

よ

h
て
其
俊
展
を
妨
げ
る
ご
い

ι総
務
上
の
不
利
も
ゐ
る
ま
一
ヒ
)
O

但
し
此
ご
て
も
左
ま
で
の
こ
己

で
は
あ
る
ま
い
ご
も
い
は
れ
る
(
陸
一
λ
)
O

(
位
ご
5

ケ
ツ
ベ
は
、
知
及
燈
料
税
に
つ
い
て
、
什
卦
が
酷
凪
聞
の
釦
岐
に
於
て
昨
日
明
、
政
見
、
及
改
良
白
制
拙
倒
的
肱
用
正
岡
雌
&
雪
之
伐
し
、
グ
ル

ー
ネ
シ
ベ
ル
グ
も
、
般
杭
由
不
制
位
、
其
技
術
上
及
翻
蹄
上
白
障
碍
由
伐
品
に
、
共
財
政
上
白
取
入
に
釣
合
を
持
な
い
も
の
と
古
る
で
あ
ら
ら
と

い
ひ
、
プ
凶
イ
ゐ
T

』
位
、
水
力
抗
に
つ
告
、
之
に
謝
す
る
品
草
聖
非
加
齢
は
、
之
に
よ
り
で
布
用
な
る
水
力
の
刺
刷
出
断
へ
ず
拙
げ
ら
れ
、
随
り
て

叫

周
寓
の
有
益
な
る
部
分
針
不
利
用
に
止
ま
る
こ
と
由
方
に
錦
き
る
る
も
の
だ
と
鈍
ナ
。

{
陸
-
岡
)

グ
ル
1
ネ
ン
ペ
ル
グ
は
燈
用
品
目
認
が
個
き
枕
を
描
ふ
乙
止
は
可
曲
だ
&
錯
し
、
ハ
ル
ト
マ
シ
は
、
闘
停
者
百
此
が
粧
き
柑
を
別
段
目
鍋

害
な
〈
し
て
摘
。
似
る
と
い
ふ
と
在
位
、
各
個
目
泊
訴
事
業
の
聞
に
幅
紙
代
金
に
大
な
る
相
退
あ
る
こ
と
、
並
に
共
生
庫
内
耳
と
平
均
代
企
と
の
問

に
大
な
る
差
異
あ
る
こ
と
に
よ
り
て
知
ら
る
る
と
い
ふ
時

(
健
一
豆
)

(
陸
エ
ハ
)

ロ
ツ
ツ
は
、
電
訴
に
あ
り
で
は
、
特
に
如
何
な
る
生
産
費
に
て
電
摘
が
供
給
さ
札
得
る
か
が
考
察
に
車
る
と
い
ふ
て
借
る
岨

ロ
ツ
ツ
位
、
此
柚
由
備
に
あ
り
て
、
技
術
上
自
誕
4
9
倖
に
憤
る
一
般
的
低
倒
が
生
f
る
か
何
う
か
に
k
り
て
、
此
枕
の
影
響
が
興
る
左

前

態

論

第
二
十
八
絵

一
ご
れ
七

第

抗

j， 
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前

議

C 

第
二
十
入
品
管

主4

111: 

三
五
え

第

挽

?包

川他

泊
L
、
そ
し
て
一
九
O
八
年
山
細
川
唱
山
首
詞
柑
の
提
案
に
で
も
、
此
臨
い
拙
位
は
、
止
庫
山
到
の
低
下
山
拙
四
日
比
に
よ
り
て
法
山
さ
れ
仰
と
し
て
府
守

た
叩

グ
ル

1
ネ
ン
ベ
ル
グ
は
、
山
仙
紙
枇
の
提
案
ド
却
し
て
、
之
K
よ
リ
て
大
工
業
M
A
小
工
業
出
外
闘
に
却
し
て
競
争
力
を
維
持
す
〈
き
こ
と

を
苦
凪
に
入
札

T
る
も
白
と
し
、
且
つ
比
が
結
川
、
金
を
闘
比
結
時
山
地
却
に
品
(

J
話
す
。
ロ
ヅ
ツ
も
、
世
界
的
抗
争
に
立
つ
止
産
分
科
山
JU

め
山
生
出
比
白
描
加
は
州
側
む
べ
き
も
白
こ
な
い
と

v
p、
グ
ル
ン
ツ
L

ル
も
、
比
技
術
よ
白
消
費
、
特
に
純
此
甘
力
と
し
て
の
加
此
が
叫
に
於
て
齢

へ
匙
ア
七
)

る
品
、
り
、
此
記
唯
稀
に
此
柏
山
試
が
む
は
れ
た
と
幼

L
、
プ
ロ
イ
ヤ

J

H
、
単
に
水
力
枯
に
ヲ
告
、
此
が
舵
光
比
力
白
地
に
持
て
叫
山
川
を
一
仙
品
、

uh泊
め
.
作
側
人
料
仰
の
止
川
北
H
A
訓
の
凶
い
山
砧
一
仁
山
生
位
制
跨
に
A
H
帥
却
を
加
ふ
る
こ
と
と
な
る
と
い
ふ
て
居
る
d

ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
此
抽
出
1
楽
に
と
り
℃
況
を
ル
一
成
す
ほ
ど
の
も
の
で
は
な

v
o
特
に
世
却
に
は
、
此
が
料
世
に
於
け
る
採
川
が
主
と

日

し
て
判
例
白
川
さ
に
か
込
ら
な
い
と
い
ム
利
益
が
あ
る
島
町
帥
ナ
c

(
註
『
八
)

)
 

は

保

税

技

術

上

|

|

比

枕

は

簡

単

に

も

仕

組

め

る

の

で

ゐ

る

が

、

併

し

課

税

の

方

法

に

よ

h
て

は

、

随

分

而

倒

な

も

ωご
も

ゐ

h
、

専

門

家

で

な

〈

て

は

判

り

話

い

や

う

な

複

雑

な

る

方

法

ご

な

る

か

も

知

れ

泊

正

い

ふ

こ

己

も
ゐ
る
(
誌
一
九
}
。

プ
ロ
イ
ヤ
l
は
、
水
力
結
に
つ
い
て
、
此
が
技
術
上
非
常
に
夜
雑
し
た
秘
枇
形
式
て
あ
っ
て
、
巧
妙
な
る
蹴
誠
心
H
出
に
て
、
川
務
行
此

凸
専
門
的
に
教
育
せ
ら
れ
た
る
技
術
的
機
附
の
幹
部
に
よ
り
て

ω
恥
尚
足
し
た
る
方
法
に
て
賀
行
ナ
ペ
き
も
由
だ
と
U

よ
て
居
る
叫

)
 

に

政

治

上

ー

l
此

が

課

税

が

.

結

局

生

産

者

に

つ

い

て

行

は

る

、

ニ

吉

、

な

る

が

、

然

る

ご

き

に

其

の

生

産

(
 

者

が

な

企

業

ば

h
r
'り

で

な

く

、

地

方

胤

鰻

も

少

く

な

い

ぜ

い

ふ

よ

ご

が

ゐ

っ

て

、

此

地

方

刷

機

は

戒

は

中

小

企

業

(
註
一
九
)

者

を

有

利

な

ら

し

め

や

う

ど

い
I

ふ

融

曾

政

策

的

潟

め

に

働

〈

こ

ご

も

あ

る

し

、

或

は

北

(

財

政

の

補

充

正

し

ゃ

う

ご
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い
ふ
ニ

Z
も
あ
る
が
、
何
れ
に
し
て
も
、
屯
訴
を
国
家
仁
て
課
税
す
る
正
当
d

仁
、
此
地
方
政
治
に
支
障
を
来
た
さ

ー
め
る
正
い
ふ

E

」
ピ
が
め
る
(
泊
二
日

(
註
ニ
O
)

コ
ン
一
フ

i
ド
が
山
結
を
註
窓
し
て
肘
る
が
、
ゲ
ル
ン
ツ
エ
ル
も
、
崎
ん
と
到
る
虚
に
U
K
M
生
涯
が
地
方
俸
と
せ

ιる
h

こ

と

に

よ

り

て
、
大
川
市
山
川
政
と
北
方
訟
に
て
仙
什
く
か
り
、
従
市
此
枇
内
試
が
締
に
白
み
行
は
れ
た
と
い
ふ
叫

第
二
段

電
気
税
の
課
税
方
法

)
 

一
叫
枇
絡
的
主
悩
1
1
0
む
試
は
企
図
的
的
も
的
で
あ
っ

t
、
生
産
地
五
畑
山
宮
地
と
が
必
ナ
ー
も
一
致
せ
す
，
生
産

的
裂
が
全
国
色
々
的
地
方
に
百
一

h
て
錯
綜
す
る
も
り
で
あ
る
か
ら
.
凶
枇
己
す
る
仁
一
一
対
一
過
す
ご
す
べ
註
だ
が
、

併
[
之
を
泊
技
者
に
就
い
て
加
す
る
-
』
ご
も
山
市
市
る
し
、
生
産
者
に
就
い
て
課
し
て
も
共
各
地
に
於
け
る
消
費
量

を
分
別
し
て
却
附
す
る
こ
己
も
出
来
る
か
ら
、
地
方
凱
枕
り
出
来
旧
制
ご
い
ふ
の
で
は
な
い
o

又
閣
で
一
一
棋
め
に
し
て

取
っ

τ、
th収
入
の
一
部
を
地
方
に
H
T
興
す
る
正
い
ふ
こ
ご
も
出
来
る
。
先
例
か
ら
い
ふ

τも
此
三
通
り
が
ゐ

る
o
国
税
己
ず
る
の
は
テ
エ
グ
コ
ス
ロ
グ
キ
ヤ
・
伊
太
利
、
端
山
の
各
州
(
桂
二
一
)
、
で
ゐ
っ
て
、
地
方
枕
己
す
る

拍

の
は
日
本
、
調
系
抽
掛
川
問
(
詰
ニ
ニ
}
、
グ
ュ

Y
J
Y
ン
ペ
戸
ヒ
な
ど
で
ゐ
hd
、
国
枕
ご
し
て
其
牧
入
の
一
部
を
地
方
に
交

附
す
る
の
は
仰
闘
で
あ
る
o

此
に
て
は
牧
入
的
三
分
こ
を
闘
に
留
め
、
三
分
一
含
府
腕
及
市
町
村
に
交
付
す
る
。

北
り
之
を
地
方
に
分
つ
川
崎
準
は
其
管
内
に
存
在
し
且
つ
利
用
せ
ら
る
、
水
力
の
平
均
力
で
ゐ
る
。

さん

H附

議

品面

第
二
十

λ
巻

三
五
九

第

量産

喧

筑

主量
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前

第
二
十
λ
俸

制
倍
、
弱
地
の
一
-
九

O
八
年
白
提
案
が
之
を
帝
幽
甜
と
す
る
集
・
て
あ
ワ
た
叫

第
三
焼

，、
O 

枕

叢

電

前

領

(
駐
日
一
-
)

(
駐
ニ
-
C

調
孫
損
閣
に
て
帥
州
及
市
町
村
に
委
か
さ
れ
ペ
也
部
制
枇
山
原
則
は
州
誌
に
て
快
ナ
ベ
告
も
由
と
L
、
各
州
に
て
は
或
は
之
を
車
、
b
州

秘
と

L
、
或
は
専
ら
市
町
村
枕
と

L
、
或
は
井
枇
入
を
州
と
市
町
耐
と
に
分
配
す
る
軸
と
鵠
ず
。
そ
し
て
λ

拘
タ
イ
ヤ

1
マ
ル
ク
、
プ
ル

F
ν
ラ
ン

〉

r、
ヶ
ル
ン
ア
シ
以
外
直
川
に
は
到
る
雌
に
官
劉
川
秘
あ
り
抽
今
蔀
に
之

E
地
方
租
と
し
て
故
ワ
た
が
、
此
闘
に
於
付
る
川
を
、
闘
だ
と
す
れ

ば
、
園
弛
地
方
拡
北
び
行
同
る
?
と
も
見
ら
れ
で
つ
。

ニ
納
枕
義
務
者
1
1
正
し
て
は
消
化
訳
者
に
就
い
て
謀
す
る
こ
ど
も
出
来
る
が
、
其
は
煩
仁
一
地
へ
泊
か
ら
、
通
例
、

謀
枕

ω便
宜
か
ら
L
て
生
産
者
仁
就
い
て
相
附
す
る
。
生
産
者
に
見
許
税
ゆ
形
に
て
取
る
と
か
其
利
徳
を
昆
て
課
す

る
も
の
の
み
で
な
〈
、
仙
川
投
八
且
仁
依
る
も
の
で
も
生
産
者
に
つ
い

τ諒
す
る
の
が
普
泌
で
ゐ
る
o
消
費
者
に
つ
い

m
 

f
戸
?
プ
片
JF

に
行
は
れ
た
。
尤
も

て
諜
す
る
の
は
例
外
で
、
例
之
.
英
は
皿
判
的
填
闘
中
山
一
上
崎
明
、

チ
ロ

1
戸
、

欧
洲
諸
国
の
如
〈
岡
正
凶
正
接
鯛
す
る
が
如
き
場
合
に
は
、
外
闘
よ
ー
り
総
入
す
る
電
気
に
つ
い
て
の
特
別
の
問
題

が
生
?
。
。
が
此
場
合
は
必
す
し
も
生
産
者
五
、
す
、
総
入
者
(
総
入
物
を
最
初
に
随
一
却
す
る
人
山
ど
し
て
可
ぃ
。

三
課
税
物
件

A
物
件
的
積
極
的
範
囲
|
|
電
気
を
水
カ
税
の
一
部
Z
し
て
課
す
る
こ
正
も
出
来
れ
ば
.
電
気
税
ピ

L
て
課
税

す
る
こ
ご
も
出
来
る
噂
】
ピ
は
前
仁
挙
げ
た
渇
h
で
あ
る
。
が
水
カ
枕
の
み
で
は
足
ら
?
、
電
気
枕
の
み
で
も
足
ら

十
，
、
電
気
仁
於
て
水
力
よ
ム
リ
す
る
も
の
も
火
力
よ
・
り
す
る
も
り
も
捕
捉
L
、
其
上
に
も
禁
外
に
石
油
(
石
炭
)
一
丸
斯

等
、
電
気
ご
封
立
す
る
婚
料
を
越
嘗
に
課
税
す
る
こ
ど
を
忘
れ

τは
な
ら
な
い
。
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別
物
件
の
消
極
的
範
囲

|
l
t
L
τ
は
先
例
に
依
る
正
色
々

ωも
の
が
考
袋
に
来
り
得
る
。

い
公
共
及
公
盆
等
賞
よ

h
す
る
も

ω
1
l此
は
色
々
の
税
に
て
行
は
れ

t
居
る
こ

f-
で
あ

t
全
盛
上
の
見

枕
ご
い
ふ
も
り
に
概
括
せ
ら
品
、
の
で
ゐ
る
。
h

ど
に
よ
hJ
て
幽
家
其
他

ω会
共
闘
健
、
ゐ
骨
盤
法
人

ω
一
定
範
囲
の

も
の
、
周
に
供
す
る
巧
気
を
吊
加
す
る
の
で
あ
る
(
龍
一
↑
コ
一
)
。

(
註
二
三
)

濁
的
拠
出
に
て
は
、
事
〈
・
は
公
企
業
比
泣
路
拙
熔
川
山
市
試
を
兜
じ
て
周
り
、
ザ
ル
ツ
プ
ル
グ
に

r
は
此
外
に
も
向
、
寺
院
、
蔀
善
事

議
時
山
も
兎
枕
L
て
尉
る
。
そ
れ
か
、
b
テ
コ
ア
コ
ス
ロ
ず
キ
ア
正
て
は
、
市
町
村
か
ら
制
川
せ
ら
る
L

水
力
、
利
訓
何
回
4
E
禍
た
f
し
て
利
川
を

η
 

行
山
組
合
h
r
b
利
川
せ
ら
る
L

水
力
に
水
力
柑
を
見
f
る。

ろ
経
済
政
策
七
の
見
地
よ
り
す
る
も

ω

ー
屯
訴
事
業
禁
も
の
、
新
波
及
燐
扶
を
進
め
る
趣
旨
に
出
る
も
の
は
可
な

b
底
〈
行
は
れ
て
居
る
。
実
は

其
新
設
又
は
燐
張
か
ら
一
定
年
間
に
り
兎
又
は
減
税
す
る
ぜ
い
1

ふ
形
を
取
る
こ
正
に
な
る
が
(
龍
二
回
目
)
、
併

L
消

費

税
正
し

τ電
気
を
課
す
る
ご
い
ふ
趣
旨
か
ら
い
ふ

z・
此
が
め
ま
b
良
、
苫
先
例
で
は
な
い
。
む
し
ろ
之
念
行
は
ぬ

方
が
れ
公
平
ご
い
ふ
こ

t
に
な
る
。
兎
に
角
一
の
問
題
で
あ
る
。

円
い
端
的
塊
闘
l
l
m
チ
ロ
ー
ル
に
て

ι、
一
九
二
二
年
五
月
一
日
以
後
、
起
さ
れ
た
る
新
設
備
μ
は
二
十
年
間
兎
拍
L
、
城
廻
事
業
に

謝
し
て
は
其
拙
抵
部

ι
は
十
五
年
聞
の
免
措
を
拠
ふ
。

}
 

は
伊
太
利
に
て
も
、
水
力
惜
』
執
事
業
を
辿
捗
す
る
銭
め
に
其
刷
業
後
十
五
年
間
袖
山
金
を
交
付
し
、
此
補
助
金
売
付
川
問
中
位
、
止
産
菟
許
枯
並

に
消
費
粧
を
克
ず
る
・

(
註
ニ
回
}

論

按

電

集

第
二
十
八
巻

lJl; 

山，、

第

韓

論
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前

叢

第
=
十
λ
魯

回

山，、

第

観

書記

鞍

電

論

、

内
瑞
闘
に
て
も
、
新
設
工
事
中
は
免
枕
し
、
工
事
出
来
後
六
年
間
司
工
事

ω
給
什
能
力
に
樹

L
、
貨
隣
剥
川
さ
れ
た
る
水
力
む
訓
告
に
よ
り
、
品

、
、
、

高
宇
分
ま
て
減
棺
す
る
を
得
る
。

川
島
ム
ツ
ロ
汎
ロ
グ
キ
ア

ιτ
は

h

ホ
カ
刺
川
蝋

mZ進
め
る
儲
め
に
、
新
に
成
立
し
た
る
水
力
提
出
且
位
三
十
年
間
租
柑
官
、
を
手
、
る
ω

共
部

、

、

、

、

、

、

、

市

、

"

も

"

一
の
十
五
早
川
は
会
見
し
、
次
の
宜
年
は
四
八
官
一
工
、
夜
の
百
年
は
字
分
、
次
山
五
年
は
問
分
一
を
免
ず
る
。
膏
段
仰
の
蹴
m
E
K
謝
し
て
も
其
描
雌

部
に
つ
き
之
を
什
」
凶

、.，，S
電
気
利
用
産
業

ω利
盆
を
進
め
る
柏
崎
め
の
滅
苑
枕
仁
王
つ
て
は
、
其
闘
の
産
業
事
情
に
よ
b
て
は
必
要

で

あ

h
、

通

常

に

行

ふ

て

可

い

。

先

例

も

あ

る

(

出

ニ

ε。

描
的
柚
晴
朗

1
1
0
W
ル
ツ
フ
ル
グ
に
て
は
、
化
皐
工
業
、
金
属
工
業
官
銃
分
蝉
諜
に
飢
せ
、
b
る
L
電
気
出
克
ぜ
ら
れ
、
グ
ラ
ヂ
に
て

却

は
替
業

A
工
業
川
を
克
ず
る
。

山
山
刷
曾
政
策
上
の
見
地
よ
'
り
す
る
も
の
|
|
其
は
電
気
事
業

ω
一
定
度
以
下

ω
小
規
模

ωも
の
を
清
恕
す
る

の

で

ゐ

品

。

之

が

一

貫

例

以

少

〈

な
h

y

(

註
』
一
大
)υ

(
位
二
五
)

(
註
ニ
穴
)

テ
品
ツ
コ
ス
ロ
ず
キ
フ
に
て
位
、
二
時
力
よ
り
も
小
さ
な
給
付
能
力
山
事
業
主
免
税
し
、
瑞
聞
に
て
は
十
馬
力
。
給
付
能
力
ま
て
の
小

事
業
に
先
ず
る
州
出
幸
一
ぃ
。
但

L
共
二
一
ニ
白
カ
シ
ト
ン
て
は
之
を
認
め
な
い
。
一
九

O
A年
白
幽
議
案
に
て
は
、
一
キ
ロ
ワ
ツ

t
中
よ
剛
一
も
多
く

を
供
す
る
能
は
ざ
る
設
備
に
て
生
産
す
る
電
気
事
業
に
は
・
聯
邦
参
議
陥
に
て
克
粧
を
許
可
す
る
を
持
と
し
た
叫

)
 

仁
説
枕
技
術
上
の
見
地
よ
り
す
る
も
の

(
 )

 
1
重
複
課
税
を
避
〈
る
匁
め
に
電
カ

ω再
生
産

ω用
に
供
せ
ら
る
、
竜
カ
を
兎
下
る
こ
ご
が
ゐ
る
o

英
例

を
見
出
す
・
』
己
が
雛
(
な
い
(
註
ニ
'
ヤ
』
)
O
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例
之
ア
オ
一
ア
ー
ル
ペ
ル
グ
に
て
は
、
直
接
互
は
刷
按
に
民
に
町
田
力
を
生
産
す
る
鎚
め
に
必
裂
と
せ
ら
る
ふ
、
自
ら
生
産

L
た
る
電
力

E
兎
甜
ナ
る
。

{
位
二
七
}

2
そ
れ
か
ら
特
に
生
産
量
に
勺
い
て
課
税
す
る
場
合
に
、
本
来
消
費
税
ご
し
て
消
費
量
を
課
税
す
る
の
組

旨
か
ら
、
過
重
負
指
=
な
ら
ぬ
鎗
拍
に
、
法
電
及
越
前
貼
消
耗
量
ピ

L
t
、
一
定
量
の
控
除
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。

四
課
税
標
準
及
枕
率
の
定
め
方

A
消
費
に
着
服
し
て
課
税
す
る
方
法

い
電
気
消
費
器
具
に
就
い
て
削
附
す
る
方
法
|
|
帥
丸
電
気
川
川
り
球
の
如
き
に
訓
附
す
る
の
で
、
電
気
融
枇
ピ

L

て
は
間
接
的
も
の
で
ゐ
b
、
此
じ
い
ふ
電
気
税
よ
ち
も
外
に
置
き
た
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
併
し
見
従
に
よ
h
て
は

此
も
箆
気
を
課
税
す
る
方
法
ご
も
い
は
れ
得
る
か
ら
此
に
車
中
げ
て
置
く
。
勿
論
比
に
て
は
電
気
用
的
球

ωみ
で
な

〈
、
石
油
、
酒
精
、
元
新
用
ゆ
同
稿

ω器
物
に
も
却
附
す
る
こ
正
、
な
ら
う

L
S
-一
三
、
其
に
し
て
も
抱
一
誌
を
課
税

す
る
苦
し
て
は
、
電
気
装
も
り
を
課
す
る
よ
り
は
一
層
遡
切
で
な
く
、

一
層
、
公
一
ゃ
に
逮
か
る
こ
ご
、
な
る
を
兎

れ
な
い
。

{
註
ニ
八
)

州
知

描
逸
白
一
九

O
九
年
四
位
料
枯
は
貨
に
世
鉱
山
事
な
ら
ず
、
瓦
期
、
石
仙
、
酒
精
値
器
に
も
課
し
た
。

ろ
電
気
債
椅
に
課
税
す
る
方
法

-
電
気
代
金
に
比
例
謀
枕
す
る
も

ω
1
1此
れ

r
z消
費
を
見
て
、
業
代
金
に
比
例
L
τ
課
す
る
か
ら
、

論

叢

電

第

披

圭正

事主

第
二
十

λ
巻

大

気

論

Ehe 
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3

 

4
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論

第
二
十

λ
巻

大

議

積

論

三
六
回

電

書草

第

甥

大
韓
日
世
一
中
h
u
b
得
る
し
、
消
費
者
に
就
い

τ課
せ
宇
、
生
産
者
に
就
い
て
課
し
得
る
か
ら
、
徴
税
上
に
も
便
利
vh

ど
い
ふ
こ
ご
を
得
る
o

此
は
漏
的
填
闘
に
は
最
普
通
の
方
法
で
あ
る
へ
晶
子
九
百

(
臆
-
一
九
〕

濁
的
損
幽
に

E
比
が
桔
申
は
低
奇
は
百
分
附
か
ら
、
高
告
は
百
分
一
-
一
十
院
も
抽
捕
す
'
る
の
が
あ
る
。
部
L
〈
い
ふ
と
、
グ
キ
l
ν
に
て
は

百
分
闘
。
下
換
に
て
は
州
祉
は
可
分
丁
と
し
‘
市
町
村
副
首
分
調
以
上
部
す
る
と
き
は
百
分
五
に
止
む
。
そ
し
て
市
町
村
由
附
加
柑
同
百
分
証
、

又
は
場
合
に
よ
り
て
共
叫
上
と
す
。
グ
ラ
グ
は
百
分
十
五
。
ケ
ル
ン
一
一
ア
シ
に
て
は
市
町
村
は
地
位
に
百
分
一
二
十
ま
て
を
課
す
る
を
持
と

L
、
7
オ

ラ
l
ル
ベ
ル
グ
に
て
は
、
電
力
及
本
力
の
市
町
村
栂
は
料
金
白
百
分
亙
と
し
‘
市
町
村
俸
の
電
力
比
一
五
搬
の
仇
給
に
百
分
十
王
ま
ど
の
附
加
枕
聖

観
ナ
。
そ
れ
か
ら
猫
越
の
一
九
O
λ
年
案
に
て
は
、
報
償
E
期
す
る
電
訴
事
業
に
は
‘
代
倒
。
百
分
五
を
識
し
、
併
し
一
キ
ロ
V

ツ
ト
時
に
コ
き

0
・
四
布

E
下
ら
ざ
る
も
?
と
し
、
止
産
者
由
自
己
消
費
自
認
め
に
寸
る
電
気
事
業
に
位
、
一
キ
ロ

V
ツ
ト
時
に
つ
き
0
・
四
布
を
課
し
又
は
其

生
産
費
全
自
分
互
に
晒
減
し
符
と
い
ふ
の
ず
あ
っ
た
。

)
 

2
森
修
的
消
費

ω特
別
重
訣
を
附
加
す
る
も

ω
!
l英
は
一
般

ω消
費
「
い
は
比
例
課
税
を
潟
し
、
一
定
の

脊
修
的
消
費
に
特
別
重
き
率
を
定
む
る
も
の
で
、
其
脊
修
的
消
費
ご
し
て
指
定
す
る
範
囲
を
定
め
る
こ
ご
が
六
つ

か
し
(
、
多
少
恋
怠
に
陥
る
己
い
ふ
嫌
は
ゐ
る
け
れ
Y
』
も
、
何
か
高
司
修
を
重
〈
課
す
る
さ
い
ふ
-
』
ご
は
‘
租
税
が

給
付
値
カ
に
胞
じ
ゃ
う
芯
す
る
見
地
が
ら
も
、
叉
枇
曾
風
教
上
、
経
済
上
、
高
有
修

ω好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
だ
ご
い

ふ
貼
か
ら
し
で
も
蹄
議

L
得
る
。
そ
し
て
之
が
質
例
も
求
め
て
得
ら
れ
る
(
龍
三
O

)

Q

(
註
三
日
}
上
塊
由
リ
ン
グ
に
て
は
、
一
般
の
負
機
は
百
分
亙
で
あ
る
が
、

1
一
週
三
回
以
上
、
娯
梨
曾
を
他
す
旋
閥
、

A
カ
ァ
ェ
ー
に
位
箇
紙
代

(
 

金
曲
上
古
ニ

0
0
%、
其
他
国
蔵
縮

A-m
ア
ェ
ー
に
は
一

ood問
、
幻
活
動
一
括
民
館

A
寄
出

F

ト
は
一

ood問
、
り
居
酒
M

且
及
夜
脅
鼠
に
は
三

O
O

d
-

‘

"

 

が
、
。
，
土
轄
食
物
商
に
は
一
一

O
O回
目
附
加
描
を
謀
す
。
的
側
ほ
銀
行
は
租
樋
上
特
に
給
付
能
力
大
な
る
企
業
、
と
し
て
一

O
O
M
M
E附
加
す
。
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仙
市
一
叙
消
費
量
に
課
税
す
る
方
法
|
|
之
に
は
車
純
に
課
税
す
る
こ
己
も
出
来
る
り
れ
ど
も
、
多
少
、
用
途

に
よ
ち
差
等
を
附
し
て
課
税
す
る
こ
ど
も
出
来
る

L
、
然
る
f-
き
仁
一
層
会
一
中
で
も
あ
h
、
且
つ
経
済
政
策
立
(
他

公
盆
上
の
目
的
に
も
通
う
(
叫
一
二
)
O

(註一
Z

ご

上
場
に

τは
.
動
力
川
位
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
に
つ
き
日
グ
ロ
ツ
セ
ン
中
、
佐
川
は
一
ニ
グ
ロ
ツ
ヒ
ン
正
ナ
。
版
算
は
可
能
て
あ
る
。
ザ
ル

ツ
プ
ル
グ
に
て
は
、
動
力
用
は
一
キ
ロ
ヲ
ツ
E

時
に
つ
き
午

乃
京
一
グ
ロ
ツ
セ
ン
、
佐
川
-
一
グ
一
ロ
ツ
セ
シ
と
す
ロ
号
ロ
ー
ル
に
て
は
借
用
一
グ

6
 

ロ
ツ
セ
シ
、
動
力
川

ο・
コ
一
五
グ
ロ
ツ
ヒ
シ
、
工
業
川
(
泊
筑
化
品
工
業
活
試
金
胸
躍
)
に
削
減
す
る
。

B
生
産
に
着
服

L
て
課
税
す
る
方
法

い
生
産
装
置
を
課
税
標
準
ご
す
る
も
り

-
外
形
械
準
に
依
る
も

ω一|
l例
之
、
我
岡
の
電
柱
枕
(
軌
道
碍
車
桶
税
も
ゐ
る
が
、
比
は
む
し
ろ
交

通
蓮
迭
に
課
す
る
の
だ
か
ら
別
Z
L
)
の
如
き
は
共
れ
で
あ
4
0
課
税
技
術
上
は
最
簡
単
v
h
t
は
い
へ
る
が
、
併

し
公
卒
課
税
上
に
は
大
に
不
公
平
ご
し

t
排
尿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、，J2
畿
電
装
置
の
能
力
に
依
る
も
の
|
l
t
此
は
前
者
に
比
す
れ
ば
生
産
量
.
随
つ

T
消
投
量
的
大
小
仁
際
宇

る
ヤ
』
記
、
な

b
τ
、
電
柱
な
ど
に
よ
る
よ
h
は
一
層
公
平
ご
い
へ
や
う
。
叉
技
術
上
仁
も
之
を
測
定
す
る
こ

Z
が

そ
ん
な
に
六
っ
か
し
い
ご
い
ふ
こ
ご
も
な
い
。
尤
も
之
を
測
定
す
る

っ
き
チ
エ
ッ
コ
ス
ロ
グ
キ
ア
に
て
は
義
務

者
の
申
告
を
要
求
し
・
北
(
斜
め
小
企
業
者
な
ど
は
閤
ま
る
ご
い
ふ
炉
、
備
岡
や
瑞
西
で
は
官
膳
の
査
定
の
み
目
白
依

面面

議

士;

-" ... 
'" 

積

首肯

第
二
十
八
巻

主孟

館

現

r、
五
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諭

尊重

第
二
十
λ
を

一
六
六

品

's 

枕

第
一
一
一
韓

論

λ 

抗

る
か
ら
、

古
や
う
な
苦
情
は
な
い
ご
い
よ
こ
古

rh
尤
も
之
に
依
る
Z
し
て
夏
仁
税
率
の
定
め
方
に
は
色
々
ゐ
b
J

得
る
。

a
比
例
寧
を
採
る
も
の

l
l此
に
は
取
扱
の
最
節
目
早
t
h
v
ム
の
利
が
あ
h
、
大
健
に
於
て
公
平
を
得
て

も
居
る
(
誌
=
三
)
0

(
駐
三
ニ
v

“
 

瑞
同
白
テ
ユ

1

p
ツ
ヒ
、

7
1
ル
ガ
ウ
、
ツ
l

7
に
て
は
、
綿
馬
力
r
h

一
馬
力
六
法
白
剖
に
て
課
す
る
。

)
 

b
累
進
卒
Z
す
る
も
の

(
 )

 
イ
設
備
の
馬
力
的
大
小
に
肱
じ
て
累
進
ご
す
る
も
の

1
l設
備
の
能
力
の
大
い
の
は
小
い
の
よ
h
も

(
 

給
付
し
得
る
カ
も
大
い
か
ら
此
の
如
き
は
会
卒
に
漣
う
で
ヲ
で
は
ゐ
る
が
‘
其
程
度
を
麹
切
仁
叫
酌
す
る
の
は
六

っ
か
し
い
こ
ぜ
で
、
斯
〈
人
工
的
山
細
工
を
し
工
却
つ

τ不
日
常
用
T

仁
陥
る
古
い
ふ
ζ

ご
色
ゐ
ム
リ
得
る
(
位
三
三
}
。

{駐

Z
E」

山V
木
剰
の
位
以
枇
山
山
一
や
が
此
れ
で
あ
ワ
て
半
端

ω
給
付
能
力

ι艇
仁
て
分
枇
し
た
る
年
々
抽
ふ
べ
き
見
許
柑
か
ら
成
る
。
先
づ
自
ら)

 

魚
産

L
自
ら
問
却
す
る
企
業
に
は
年
々
二
十
乃
豆
大
十
リ
ヲ
を
叫

L
、
公
私
叫
民
手
へ
分
配
す
る
位
品
目
躍
認
を
生
践
す
る
合
議

ιは
、
年
々

1(
 

)
 

ニ
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ま
て
の
能
力
に
て
は
、
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
つ
き
六
十
リ
ラ
2
-
一
百
乃
軍
一
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
て
は
、
キ
ロ
ワ
ッ
ー
に
つ
き
三
育
現

{
 

一
フ
、
作
一
千
キ
ロ
ワ
ツ
l
以
上
自
に
て
は
、
三
百
リ
ラ

ι、
一
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
超
ゆ
る
百
キ
ロ
ヲ
ツ
ト
持
に
三
十
リ
ラ
の
附
加
枇
を
加
へ
た
る

}
 

も
の
を
課
す
。
瑞
闘
の
ペ
ル
シ
に
て
也
、
前
可
さ
れ
た
る
民
一
万
蜘
に
よ
り
1
十
一
乃
豆
百
馬
力
に
て
は
一
民
力
に
ワ
き
一
法
、

2
一
山
一
乃
至
五
百

，t

ω

(

 
4
 

応
力
に
て
は
一
馬
力
に
ワ
き
ニ
法
引
け
五
百
馬
力
以
上
に
て
は
一
馬
力
に
つ
き
三
訟
を
課
す
。

ロ
各
袋
置
の
生
産
候
件
内
有
利
の
度
に
よ
り
て
累
進
ご
す
る
も
の
1
1此
も
此
分
級
の
定
め
方
の
六

Brauer，、!Vasserkra(tsteue'r.S. g:XJ. 
Braucr， Wasserkrafrsteuer. S.日09

Brauer.、Vasse.. kra(tsteuer. S. 908. 910・
47) 

48) 

49) 



っ
か
し
ピ
い
ふ
こ
ご
は
あ
る
が
、
立
(
さ
へ
出
来
る
ご
い
ふ
な
ら
日
公
平
に
遮
ふ
(
註
=
一
回
)
O

(
紅
一
-
一
回
}

瑞
四
回
諸
州
に
て
は
此
窓
肱
に
て
分
組
し
て
黒
通
電
践
し
て
居
る
。
ル
ツ
ヨ
ル
シ
は
一
馬
力
に
つ
き
四
訟
か
ら
一
法
玄
て
の
凹
級
&
h
u

u、
サ
ン
ガ
レ
ン
は
.
E
法
か
ら
二
法
ま
で
白
士
級
と
な
り
、
ウ

T

P
、
ウ
シ
タ

1
ワ
ル
デ
ン
、
ゾ
ロ
ツ
ル

y
、
ヮ
l
ト
‘
ヲ

P
ス
ホ
獅
似
由
一
も

の
で
あ
り
、
シ
ヤ
l
フ
ρ

り
ぜ
ン
に
て
は
第
一
級
白
水
聞
に
て
は
私
企
業
は
穴
法
、
品
企
業
は
五
法
、
第
二
世
の
水
面
に
て
は
三
法
(
馬
力
に
つ

き
)
止
す
。
分
続
由
秘
地
主
な
る
白
は
、
砲
設
及
部
材
仲
姐
川
に
刷
す
る
持
た
省
羽
又
は
特
に
不
利
な
る
事
情
、
水
力
工
事
の
規
模
、
水
力
の
利
川

能
力
に
闘
す
る
俳
誌
、
勤
務
の
負
搬
、
及
羽
仙
の
、
別
箇
に
影
響
す
る
負
蝦
並
に
止
流
せ

υ
れ
た
る
電
続
使
用
心
方
法
(
公
雌
川
、
工
議
川
、
公

回

受
掴
企
業
川
)
で
あ
る
。

ろ
質
際
の
生
産
量
仁
よ
る
も
の

1
1此
は
前
記
の
装
法
設
備
に
依
る
よ
h
は
一
日
脚
質
際
抑
設
に
密
接
己
な

b
、
一
居
公
卒
ご
な

h
得
る
。
唯
之
が
測
定
が
多
少
六
っ
か
し
い

E
い
ふ
こ
ぜ
が
め
る
り
れ
戸
』
も
、
此
は
技
術
上

き
ま
で
六
っ
か
し
い
の
で
な
く
・
唯
だ
嘗
業
者
に
ご
hJτ
面
倒
だ
ご
い
ふ
こ
芭
は
兎
れ
な
い
。
此
に
も
税
率
に
は

色
々
奨
っ
た
定
め
方
が
ゐ

b
、
其
先
例
も
あ
る
。

1
比
例
率
ご
な
る
も
の

1
1此
は
一
一
府
筒
車
で
あ
hJ
、
ヌ
大
館
、
会
平
を
得

τ居
る
庄
一
一
五
)
。

川
ヲ
エ
ツ

2
2グ
キ
ア
に
て
は
、
原
則
と
し
て
位
水
力
設
置
り
富
山
由
斡
什
よ
リ
由
設
す
る
。
け
れ

E
也
、
北
力
企
業
主
同
癒
を

得
て
、
質
勝
利
川
に
顧
胤
せ
ず
、
脚
力
材
料
白
最
大
可
能
的
な
『
釦
給
付
能
方
に
よ
り
て
測
定
す
る

E
得
る
。
小
企
業

A
測
定
義
礎
研
定
の
悶
離
な

る
も
の
に
概
算
を
許
ナ
。
共
場
合
に
は
或
は

a
動
力
袋
位
。
評
定
平
均
給
刊
に
よ
り
戒
は
仏
加
工
原
料
、

Z
H
製
品
白
骨
に
依
る
馬
力
時
白
見
積

に
よ
る
。
斯
{
し
て
確
定
さ
れ
た
る
貨
隣
自
給
刊
に
基
-
曹
、
水
力
組
と
し
て
一
馬
力
昨
に
つ
き
凹
「
ル
ラ
?
を
課
す
。
共
外
に
郵

L
〈
-
馬
力
時

{
註
三
五
)

に
づ
き
問
内
ル
ラ
ー
を
附
加
枕
と
し
て
臨
す
。
そ
し
て
特
に
=
乃
至

E
馬
力
の
給
付
能
力
也
事
業
に
は
唯
有
田
本
精
だ
け
を
闘
し
て
附
加
和
を
兎

論

叢

第
ニ
十
入
巻

第
三
都

i， 

電

書証

積

矛，
七

諭

~P9"""9IO Blauer， Wa5serkraflste~uer. S 印)



Z肯

第
二
十
八
巻

O 

難

電

主主

税

論

/、
A 

第

親

ず
る
。
共
れ
て
小
企
義
を
宥
恕
ナ
。
此
に
附
削
秘
を
附
し
た
の
は
、
此
部
分
を
可
動
的
白
も
坦
と
し
て
、
石
炭
桔
に
於
け
る
艶
化
に
適
醸
せ
し
め
守

う
と
い
」
の
で
あ
る
Q

別
世
太
利
回
世
鎮
雄
自
他
午
た
る
消
提
税
は
、
一
ヘ
ク
ト
ワ
ッ
ト
時
に
づ
恵
三
フ
昆
シ
ア
シ
吐

ι
E燈
川
及
腿
房
刑
の
福

(
 

紙
に
畝
枇
ナ
る
。
尤
も
供
給
が
概
算
契
約
に
て
布
は
る
る
と
き
は
、
前
山
茸
枕
も
共
事
業
自
給
付
能
力
に
よ
り
て
榔
算
さ
も
る
を
符
る
。
其
串
は
、

各
め
砧
説
せ
ら
れ
た
る
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
に
づ
き
故
高
凹
白
9
1
ラ
と
す
。
此
訟
は
}
九
二
五
年
法
に
よ
り
て
改
正
さ
れ
、
右
消
費
揖
由
ニ
チ
E

Y

一一ア

ν
唯
を
一
ナ
エ
ン
テ
シ
モ
と

L
、
概
非
契
約
に
て
は
ニ
主
認
を
引
上
げ
て
、

一
一
キ
ロ
ヲ
ツ
ト
時
に
づ
世
故
両
五
百
り
1
ラ
止
し
一
夜
。
尤
も
此
引

上
に
は
、
簡
易
住
宅
(
勝
手
比
副
主
由
件
、
一
子
よ
り
多
品
ら

f
る
住

U
べ
き
室
を
も
つ
も
由
)
良
工
楽
心
行
事
場
、
勢
働
者
住
起
白
燈
用
を
先
ず

〉

i

b
 

る
c

古
泉
進
率
ご
す
る
も

ω
1
1詳
し

r
い
ふ
己
生
産
量
の
大
小
仁
よ
h
て
累
進
ご
す
る
も
の
で
、
生
産
量
の

大
な
る
企
業
は
自
ら
共
小
な
る
も
の
よ

b
も
有
利
で
め
る
か
ら
、
或
皮
ま
で
此
が
大
小
に
雌
じ

t
掠
進
ピ
な
る

ω

は
日
公
平

ωゃ
う
で
も
ゐ
る
が
、
住
民

ω旧
棉
唱
喝
の
度
合
を
適
切
な
ら
し
む
る
こ
ご
の
六
っ
か
し
〈
、
治
め
仁
却
っ
て
不

会
話
・
に
な
h
得
る
o

特
に
消
山
武
税
ご
し
て
謀
す
る
正
き
に
之
に
つ
き
依
穂
慎
重
仁
し
な
り
れ
ば
な
ら
泊
富
三
六
)
。

瑞
阿
の
グ
ラ
ル
ス

ιて
位
年
白
質
勝
北
陸
U
A
に
越
地
県
北
山
中
を
訴
す
。
一
二
高
馬
力
時
以
上
の
担
T
H
A

産
に
、
一
馬
力
時

0

・0
ニ
ラ
ッ
.
へ

匂

ン
に
剖
正
り
、
四
千
八
百
市
内
応
力
時
に
於
け
る

0

・0
七
ラ
ツ
ペ
ン
ま
で
上
る
申
と
す
る
。

)
 

3
累
減
率
を
叩
附
す
る
も
の

|
l
此
は
仰
闘
に
行
は
れ
た
特
殊
的
制
度
だ
が
(
批
一
一
一
志
、
其
趣
旨
は
・
大
生
産

(
 

は
自
ら
大
治
山
首
に
臆
す
る
唱
』
正
、
な
り
、
而
か
も
共
大
購
買
者
に
は
自
ら
電
力
債
の
大
な
割
引
h
T
一
行
は
な
〈
て
は

な
ら
尚
一
ご
い
ふ
こ
正
を
考
慮
し
た
も
り
で
あ
る
印
如
何
に
も
尤
の
ゃ
う
で
は
あ
る
が
‘
他
商
に
は
大
生
産
者
に
は

{
健
三
穴
』

小
生
産
者
よ

h
も
生
産
上
に
曲
賞
用
が
割
合
に
少
〈
て
燐
み
得
る
ぜ
い
ふ
紡
か
ら
給
付
能
力
の
割
合
に
大
い
古
い
ふ

Brauer， ¥Vasserkraftste岨 r.S. 908. 910戸 9"
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こ
ご
も
あ
る
か
ら
、
此
貼
は
差
引
せ
ら
る
正
も
い
へ
る

L
、
結
局
、
累
減
正
も
せ
す
、
累
進
ピ
も
せ
m
H

の
が
泊
切

な
の
で
ゐ
ら
う
。

詳
し
〈
い
ふ
さ
、
仙
闘
に
は
、
キ
ロ
ヲ
ツ
ト
匂
に

0
・

crm法
の

E
U
F
O

ロ
ロ
ロ
ロ
巴
町
げ
が
あ
る
が
、
此
は
統
計
千
蜘
料
と
屯
い

L
べ
き
も

白
E

て
、
本
車
由
水
力
軸
I
C
L

て
は
百
円
甘
く
m
D
n
o
y。
日
目
立
H
O
U
旦一

o

Y
と
い
ふ
と
と
に
な
る
。
此
位
制
年
に
北
陸
せ
ら
れ
た
る
位
力
量
に
諒

tb

(
位
三
七
)

る
る
。
そ
て
し
共
和
時

auh骨
骨
刷
ハ
の
副
司
書
に
て
拘

axa可

ιれ
る
口
先
づ
刷
業
暗
寸
年
聞
の
分
を
~
衣
に
五
年
HH
に
づ
い
て
定
め
ら
れ
、
各
企

業
に
よ
り
て
抗
生
産
品
件
.
陥
っ
て
止
産
費
白
川
誌
を
計
つ
一
て
別
呉
た
も
の
が
指
定
せ
ら
れ
る
。

一
一
例
を
い
ふ
之
、
法
曾
一
臥
白
は
、
北
ハ
悌
一
山
一
=

一
キ
ロ
り
ツ
ト
時
に
つ
き

0
・
O
E
サ
シ
チ
川
ム
、
吹
田
二
一
千
高
キ
ロ
ワ
ッ
ト
叫
に
は

0
・
0
一
三
サ
シ
ヲ
l
ム
、
政

り
の
創
ち
六
千
両
キ
ロ

n
y
v
l
時
以
上

K
仕

0
・
。
一
一
切
ン
ラ
1
ム
止
す
。

)
 

C
企
業
に
着
服
し

τ課
税
す
る
方
法

(
 い

事
業
の
純
益
に
献
す
る
も
の
|
|
此
も
一
の
方
法
で
は
あ
一
る
が
、
そ
し
て
や
が
て
間
接
に
消
投
に
課
す
る

(
 

こ
己
も
出
来
る
り
れ
ど
も
、
此
.
た
ご
営
業
股
猿
枇
又
は
帥
営
業
所
得
税
ご
い
ム
唱
」
古
に
な

h
、
別
に
存
す
る
股
盆
税

千
国
キ
ロ
ヲ
ツ
hr
叫
に
目
、

所
得
税
ど
重
複
す
る
を
副
知
れ
凶
正

ν
ふ
こ
ご
に
な
る
。
消
費
税
ご
し

τは
池
常
で
な
い
(
計
三
八
百

(
桂
三
八
)
仙
州
に
て
例
外
的
に
、
株
式
合
一
位
、
株
式
合
唱
吋
合
祉
た
る
水
力
事
来
合
祉
に
此
を
川
ゐ
た
@
此
も
告
一
位
へ
の
昨
可
献
に
指
定
せ
、
b

れ

る
。
其
方
法
は
例
之
、
一
制
以
下
的
問
常
的
場
合
に
は
v

A

h

1

セ
ン
ト
、
一
刷
乃
豆
軍
制
の
と
告
に
は

y.ハ
'
セ
ン
ト
、
五
制
以
上
白
・
と
き
に
は

防

g
h
l
セ
シ
ト
と
い
ふ
申
う
に
す
る
自
で
あ
る
。

ろ
事
業
的
総
牧
入
に
訴
す
る
も
の

|
l此
も
消
費
税
ご

L
T
は
前
者
よ
わ
も
一
厨
不
季
で
あ
る
(
桂
三
九
}

(
 

(
位
一
回
一
丸
)

米
凪
白
州
に
於
け
る
桔
縞
合
枇
粧
が
之
に
よ
っ
て
行
は
れ
た
。
其
紙
枚
入
に
叫
す
る
唱
は
、
ア
ラ
パ
マ
は
千
分
一
二
サ
ウ
ス
カ
ロ
リ
ー

前

銀

積

第
二
十
八
を

，、
:JL 

第
一
-
一
線

電工

気

論
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論

議

第
二
十
λ
魯

第

班

電

試

諭

一一一七

O

脆

ナ
は
千
分
=
一
、
テ
キ
サ
ス
百
分
一
白
四
分
一
か
ら
=
分
一
ま
で
、
メ
リ
I
ラ

udv、
ユ
品

l
ジ
ャ

I
V
I
、
ォ
タ
フ

ρ

マ
百
分
一
自
二
分
一
、
パ

ー
ジ
品
ア
百
分
一
回
一
喜
一
十
二
分
ニ
十
五
、
ノ
ー
λ

ダ
ヨ
夕
、
口

-a
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
、
ゥ
品
ス
ト
パ

1
♂
ユ
ア
百
分
一
、
ォ
山
ヨ
l
百
分
一
・
二
、

コ
ン
ネ
ク
テ
カ
ッ
ト
百
分
了
耳
、
ジ
オ
ル
グ
ア
百
分
ニ
・
宜
、
均
リ
フ
オ
ル
品
ア
百
分
七
・
ニ
主
で
あ
り
.
デ
ヲ
ウ
エ

1
ア
に
て
は
紬
牧
入
白
百

分
自
一
山
五
分
一
一
、
に
四
分
以
上
の
配
首
の
と
き
其
配
曲
。
禍
卦
凹
を
加
へ
た
も
白
と
す
。

-
A
I
ヨ
i
タ
に
て
は
紬
牧
入
目
百
分

-
b
二
分
一

聞

に
、
問
自
出
凹
企
を
雌
ゆ
る
と
き
問
泊
り
百
分
三
を
加
へ
る
。

)
 

は
免
許
枕
正
す
る
も
の

l
l肋
は
曾
枇
へ
の
直
綾
税
ご
し
て
も
不
泊
嘗
だ
が
、
消
曲
賞
枕
Z
し
E
も
勿
論
不
Rn

(
 

平
な
も
の
で
、
多
〈
説
明
を
要

L
な
い
(
世
四
O
)
O

(
位
四
O
}

南
部
。
米
倒
的
州

κ行
は
る
る
。
フ
ロ
リ
ダ
に
℃
は
世
間
劇
脅
祉
計
十
弗
か
ら
三
百
五
十
弗
凶
段
階
あ
る
菟
昨
描
を
負
L
0
メ
ー
ト
ル
を

川
ゐ
た
と
き
は
百
分
五
十
を
附
加
す
。
ミ
ス
シ
ツ
ピ
ー
に
て
は
五
十
弗
乃
亙
力
百
弗
で
あ
り
、
-
一
ア
ン
み
や
シ
ー
で
は
五
十
弗
乃
豆

t
官
弗
(
人
口
に

〉

よ
り
て
ア
ラ
パ
マ
に
て
は
、
此
組
合
祉
は
人
口
世
に
よ
リ
市
町
毎
に
E
A

ゅ
よ
り
宵
弗
ま
で
由
地
方
免
許
揖
を
取
ら
る
る
岨

最古

論

以
上
要
之
、
電
気
枕
は
時
に
水
カ
枕
正
錯
綜
し
て
現
は
れ
る
が
、
叉
其
か
ら
特
定
山
り
枕
古
す
る
こ
ご
も
出
来

る
o
特
別
融
営
業
税
正
す
る
守
」
ぜ
も
山
或
る
が
、
消
費
枕
己
す
る
ニ
ご
も
出
来
、
瓦
ら
に
目
的
税
ご
せ
ら
れ
る
可
能

性
も
あ
っ

τ・
勿
論
之
に
は
色
々
の
短
所
も
ゐ
る
け
れ

E
も
、
長
所
も
ゐ
つ

τ棄
て
難
き
も
の
ご
す
る
o

課
枕
方

法
に
も
色
々
の
方
法
が
ゐ
る
が
・
之
ぞ
採
る
ご
し
て
の
課
税
方
法
は
各
先
例
の
比
較
に
よ
h
て
過
賞
な
る
も
の
を

比
問
に
鬼
出
す
こ
正
は
雛
〈
な
い
。
我
闘
に
現
に
行
ふ
て
居
る
方
法
の
如
き
は
非
常
に
組
な
る
方
法
で
ゐ
b
、
随

も
う

Z
合
理
的
な
税
己
錯
す
・
}
ご
が
出
来
m
H
'

』
ご
は
な
い
。

ふ
て
非
難
も
大
い
が
、
之
を
趨
鴬
に
改
造
し
た
ら
、
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